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新たな時代へ！！
セカンドステージⅡ
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子育て支援の拡大
『教育のまち』再編成
地域医療の安定
農業のまち
美しくにぎわうまち
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■ 新生児祝金５万円、定額給付金５万円の継続
・妊娠・出産時各５万円相当追加支援
・第２子以降定額給付金30万円追加支援の創設へ

■ 町内保育施設、幼児園利用者の０～２歳児の
保育料減免制度創設へ調査

■ 新入学児童・生徒へ進学祝金制度創設へ
■ 学校給食費・副食費の半額補助継続
■ 小・中学校学用品費等の無償化へ向け調査
■ 小・中学生習い事への支援へ向け調査
・スポーツ、文化活動費の一部補助制度創設

■ 高校生返納減免型奨学金の継続
■ 高校生通学補助金の継続・拡充
■ 大学生返納減免型奨学金の創設へ向け調査
■ ふるさと定住奨励金の継続

『教育のまち』再編成２
■ 統合五戸中学校の基本構想基本計画策定へ
　令和10年４月開校へ向け準備

■ 川内地区小学校の基本構想策定へ向け調査
■ 通信制高等学校の誘致へ向け活動

地域医療の安定３
■ 圏域市町村と連携した医師確保対策の推進
■ 医学生・薬学生返納免除型奨学金の継続
（医師をつくるまち）

美しくにぎわうまち５
■ 行政サービスのデジタル化の推進
・書かない窓口、ワンストップ総合窓口創設へ

■ ふるさと納税受入強化とふるさと納税を活用
したホームカミングデイ事業創設へ
・同窓会、同級会等開催へ経費の一部補助

■ 事業承継等再生・復活支援事業の確立
■ 町道、県道の道路美化愛護交付金制度創設へ
調査

■ 空き家解体費用補助制度創設へ調査
・国と連動した危険空き家の解消と土地の有効利用

・空き家、空き店舗の利活用に対し、補助制度の創設へ

■ 中央商店街の再開発の調査推進
■ 町民合葬墓の整備を調査・検討

農業のまち４
■ 五戸ブランドの育成と確立
・三大肉、リンゴ（紅玉）等農産物の販路拡大への支援

■ 農家所得補償制度創設へ調査
・収入保険加入促進と保険料補助制度創設へ

■ 地域おこし協力隊による農家への参画、
事業承継制度の創設へ調査

若宮佳一選挙事務所  ＴＥＬ・ＦＡＸ  0178 － 62 － 5838

わ
か
み
や

け
い
い
ち



選　挙　公　報

※この選挙公報は、くじを引いて掲載順序を決定し、候補者から提出された掲載文を原文のまま写真製版して印刷したものです。

令和５年６月４日 執 行
五 戸 町 長 選 挙

五戸町選挙管理委員会
電話 0178  -  62  -  2111

（２）

●選挙当日の投票時間
　午前７時～午後８時
●選挙当日の投票方法
投票日当日の投票は『記号式投票』によって行われます。
投票用紙（クリーム色）には投票したい候補者氏名の上の欄に、スタンプを使って○を
付けてください。
○の印を押す用具は各投票所に備えつけられていますので、それを利用してください。
※○の記号以外のものが書き込まれたりすると、その投票は無効になりますので
　ご注意ください。

◆期日前投票の投票時間
５月31日～６月３日　午前８時30分～午後８時
◆期日前投票・不在者投票の投票方法
期日前投票・不在者投票の投票は『自書式投票』によって行われます。
投票用紙（クリーム色）には候補者の氏名を記入してください。
※候補者の氏名以外の他事を記載した場合、その投票は無効になることがありますので
　ご注意ください。

◆期日前投票の場所
○五戸町立公民館  ロビー（５月31日～６月３日）
○川内支所（５月31日）・倉石支所（６月１日）・浅田支所（６月２日）

★入場券がない場合でも、期日前・投票日ともに
投票できます！
★町長選挙と県知事選挙は同日ですので、
入場券は１枚です。

五戸町長選挙
投票日 ６月４日（日）


